
能登半島地震避難者受入基金 規約 

2024 年 1 月 6 日制定 

 

第 1 章 総則 

（名称） 

第１条 この団体は、能登半島地震避難者受入基金と称する。 

 

（主たる事務所） 

第２条 この団体は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。 

 

（目的） 

第３条 この団体は、令和 6 年能登半島地震の被災者支援を行うことを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）住宅、宿泊施設等への避難受け入れ支援 

（２）被災者への避難一時金の支給 

（３）避難のための移動手段の提供 

（４）その他、前条の目的を達成するために、必要な事業 

 

第２章 会員 

（入会） 

第５条 この団体の目的に賛同し、入会した団体、または個人を会員とする。 

２ 会員となるには、当団体所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るもの

とする。 

 

第３章 総会 

（構成） 

第６条 総会は、会員をもって、構成する。 

 

（開催） 

第７条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年 1 回開催し、臨時総会は必 

要に応じて開催する。 

 

（招集） 

第８条 総会は、代表理事が招集する。 

２ 総会の招集通知は、会日の前日までに、書面もしくは電磁的方法をもって、会員に



対して発する。 

３ 会員全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。 

 

（総会の権能） 

第９条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）規約の変更 

（２）解散 

（３）合併 

（４）事業報告及び事業決算 

（５）理事の選任、解任 

（６）監事の選任、解任 

（７）その他、運営に関する重要事項 

 

（決議の方法） 

第１０条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席した会員の過半数をもって

議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（決議及び報告の省略） 

第１１条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の

全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案

を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

２ 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事

項を総会に報告することを要しないことにつき、会員の全員が書面または電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみな

す。 

 

（議決権等） 

第１２条 会員は、各１個の議決権を有する。 

２ 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として、議決権の行使を委任するこ

とができる。 

 

（議長） 

第１３条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、当該

総会において、議長を選出する。 

 

（議事録） 

第１４条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び



出席した理事がこれに署名又は記名押印する。 

 

第４章 役員 

（員数） 

第１５条 この団体に、理事を２名以上置く。 

2 理事のうち１名を代表理事とする。 

3 理事及び代表理事は総会の決議により選任する。 

 

（任期） 

第１６条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る通常総会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残存

期間と同一とする。 

 

（招集） 

第１７条 理事会は、代表理事が招集する。 

２ 理事会の招集通知は、会日の前日までに、書面もしくは電磁的方法をもって、理事

に対して発する。 

３ 理事全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。 

 

（理事会の権能） 

第１８条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）事業計画及び事業予算並びにその変更 

（３）役員の職務、報酬 

（４）その他、総会の議決を要しない団体の実務に関する事項 

 

（決議の方法） 

第１９条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、出席した理事の過半数をもっ

て議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（決議及び報告の省略） 

第２０条 理事又は会員が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事

の全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提

案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

２ 理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を

理事会に報告することを要しないことにつき、理事の全員が書面または電磁的記録に



より同意の意思表示をしたときは、当該事項の理事会への報告があったものとみな

す。 

 

（議決権等） 

第２１条 理事は、各１個の議決権を有する。 

２ 理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として、議決権の行使を委任する

ことができる。 

 

（議長） 

第２２条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、当

該理事会において、議長を選出する。 

 

（議事録） 

第２３条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及

び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２４条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 

２ 代表理事は、この団体を代表し、その業務を統括する。 

 

（解任） 

第２５条 理事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

第５章 計算 

（事業年度） 

第２６条 この団体の事業年度は、毎年 4 月１日に始まり、翌年 3 月末日までとする。 

 

（監査） 

第２７条 毎事業年度終了後、次の事項について監事に提出し、その監査を受けなければ

ならない。 

（１）事業報告書 

（２）事業決算書 

 

（残余財産の処分） 

第２８条 この団体の解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議によ

り、国、地方公共団体、又は能登半島地震避難者受入基金の目的と類似の目的

を有する他の団体に贈与するものとする。 



 

第６章 附則 

（最初の事業年度） 

第２９条 この団体の最初の事業年度は、団体成立の日から令和７年３月末日までとす

る。 

 

（設立時の理事、代表理事） 

第３０条 この団体の設立時の理事の氏名は次のとおりである。 

     設立時理事 林 俊伍 

 設立時理事 岩城 慶太郎 

 

 設立時の代表理事の氏名及び住所は次のとおりである。 

 石川県真浦町ル１２ 

 設立時代表理事 林 俊伍 

 

（口座） 

第３１条 設立時の団体代表口座は、次のものとし、団体成立の日から３ヶ月以内に、団

体名義の口座を開設するものとする。 

 北國銀行 金沢城北支店 普通 10297 林佳奈 

 

（細則） 

第３２条 この規約に定めるもののほか、運営に必要な細則は、代表理事が別に定めるこ

とができる。 


